
SADO NATIONAL PARK HOTEL OOSADO 現行 備考 

第 1 条 略 変更なし  

第 2 条 （宿泊契約の申込） 

1～2 項 略 

3 お客様が、宿泊中に第 1 項（2）の宿泊日を超えて宿泊の継続を

申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契

約の申込があったものとして処理いたします。 

第 2 条 （宿泊契約の申込） 

1～2 項 変更なし 

3 お客様が、宿泊中に第 1 項（2）の宿泊日を超えて宿泊の継続を

申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契

約があったものとして処理いたします。 

 

第 3 条 （宿泊契約の成立等） 

1 項 略 

2 前項により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間（3 日を超えると

きは 3 日間）の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当

館が指定する日までに、お支払いいただきます。 

3～6 項 略 

第 3 条 （宿泊契約の成立等） 

1 項 変更なし 

2 前項により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間（3 日を越えると

きは 3 日間）の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当

館が指定する日までに、お支払いいただきます。 

3～6 項 変更なし 

 

第 4 条～第 20 条、別表第 1 略 変更なし  

別表第 2 違約金（第 6 条関係） 

契 約 解 除 の

通知を受けた

日 

契 約 申 込 人

数 

不

泊 

当

日 

前

日 

2

日

前 

3

日

前 

5

日

前 

6

日

前 

7

日

前 

8

日

前 

14

日

前 

15

日

前 

30

日

前 

1～14 名ま

で 

1

0

0

% 

1

0

0

% 

80

% 

50

% 

30

% 

       

15〜30 名

まで 

1

0

0

% 

1

0

0

% 

80

% 

50

% 

30

% 

3

0

% 

      

31〜100 名

まで 

1

0

0

% 

1

0

0

% 

10

0% 

80

% 

30

% 

3

0

% 

20

% 

20

% 

10

% 

10

% 

  

別表第 2 違約金（第 6 条関係） 

契約解除の通知

を受けた日 

当

日 

不

泊 

前

日 

2 日

前 

3 日

前 

5 日

前 

6 日

前 

7 日

前 

8 日

前 

14

日前 

15

日

前 

30

日

前 契約申込人数 

14 名まで 
10

0% 

50

% 
30%        

15〜30 名まで 
10

0% 

50

% 
30%       

31〜100 名まで 
10

0% 

80

% 

50

% 
30% 20% 10%   

101 名以上 
10

0% 

80

% 
50% 30% 15% 10% 

 

 



101 名以上 1

0

0

% 

1

0

0

% 

10

0% 

80

% 

50

% 

3

0

% 

30

% 

30

% 

15

% 

15

% 

10

% 

10

% 

 

(注) 

1 ％は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 

2 団体客（15 名以上）の一部について契約の解除があった場合、宿

泊の 10 日前（その日より後に申込みをお引き受けした場合にはその

お引き受けした日）における宿泊人数の 10%（端数が出た場合には

切り上げる。）にあたる人数については、違約金はいただきません。 
 
改定日： 2025 年 8 月 1 日 

SADO NATIONAL PARK HOTEL OOSADO 

 

（注） 
1 ％は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 

2 団体客（15 名以上）の一部について契約の解除があった場合、宿

泊の 10 日前（その日より後に申込みをお引き受けした場合にはその

お引き受けした日）における宿泊人数の 10%（端数が出た場合には

切り上げる。）にあたる人数については、違約金はいただきません。 
 
改定日： 2024 年 3 月 26 日 

SADO NATIONAL PARK HOTEL OOSADO 

 

 

 


